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令和 6年度 下石井公園の管理運営及び利活用に向けた実証実験業務委託 

仕様書（案） 

 
１ 委託業務名 

令和 6年度 下石井公園の管理運営及び利活用に向けた実証実験業務委託 

 

２ 対象地 

下石井公園（岡山市北区幸町地内）※別添位置図を参照 

 

３ 事業の目的 

 本市は、居心地が良く歩きたくなる街なかの形成による「ウォーカブル都市」の実現を目指してお

り、ハレまち通りにおける道路空間の再構築や西川緑道公園を活用した賑わい創出など様々な取組

を行っている。 

 下石井公園においては、令和 5 年度までにグラウンドの天然芝生化を含むリニューアル工事を行

っており、街なかでありながら緑豊かな憩いの空間が創出されたところである。この下石井公園はウ

ォーカブル都市を実現するうえで重要な場であると位置づけており、公園の適切な維持管理という

視点だけではなく、市民の生活を豊かにし、まちへの愛着やコミュニティを育む場として、日常利用

からイベント利用まで、様々な主体が公園を利活用し、継続的な魅力・賑わい創出の場となることを

目指す。また、公園利活用をきっかけに地域住民やまちづくり団体等と連携をとりながら、地域に愛

される公園に育てていくことが大切である。 

そのため今後は、行政のみならず市民や民間事業者等のアイディアを取り入れつつ、また自発的な

活動や魅力的な利活用が継続する運営体制の構築を検討していくところである。 

 

 以上をふまえ、本事業では以下の 4点を目的として事業者を募集する。 

① 公園を利活用する様々な主体の自発的な活動を促し、その効果や課題を検証する。 

② 地域住民や民間事業者等が街なかで活動できる場づくりを行い、まちづくりのプレイヤーの発

掘に繋げる。 

③ 持続的な公園運営に向けて、地域住民やまちづくり団体等を巻き込みながら公園運営を検討す

る。 

④ 芝生広場をはじめ公園内の適切な維持管理により、魅力的な空間を創出するとともに、管理面に

おける課題等を抽出する。 

 

４ 業務の期間 

契約締結の日から令和 7年 3月 31 日（月） 

ただし、５－（３）維持管理業務については、令和 6年 6月 1日（土）開始とする。 

 

５ 業務内容 

（１） 賑わい創出業務 
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１）市民や民間事業者等の活動を促す取組 

市民や民間事業者、また周辺施設や地域のまちづくり団体等が、下石井公園を利活用し、アイデ

ィアを出し合って様々な活動を行いやすくするような仕組みを提案し実施すること。下石井公園

は今後、様々な団体が多様な活動を自発的に行える環境づくりを目指しており、そのような活動

を誘発する取組を実施するものとする。 

 

２）自主企画の実施 

 日常的な下石井公園の滞在を促す事業を企画し実施すること。ただし、受託者が出店料などの

収益を得る事業は不可とする。 

 

３）公園の利活用に向けたプロモーション 

 下石井公園の魅力や、芝生の効果的な利活用、また岡山市が進めるウォーカブルなまちづくり

が市民に浸透するようなプロモーション活動を行うこと。 

 

４）その他 

  下石井公園利活用の効果や課題を検証するという観点から、より多くの主体による自由度の

高い実験的な利活用を促す取組や、使いやすくするための弾力的な利用ルールを実証する取

組等が望ましい。その際、できるだけ地域と連携して取組を行っていくこと。 

  賑わい創出業務の実施に当たっては、近隣住民や他の公園利用者の迷惑とならないよう音量、

煙、匂い等に配慮するとともに、具体的な事業の実施時期又は内容等について事前に市と協

議すること。 

  賑わい創出業務の実施に当たり各種申請手続き（消防署や保健所等）が必要な場合は受託者

において実施すること。 

  賑わい創出業務の実施に当たっては、必要に応じてイベント賠償責任保険等に加入し、イベ

ント参加者及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。 

  自主企画の実施の際に必要になる資材等は、原則受託者側で用意すること。 

  自主企画の実施においては、公園内の電源の使用を可能とする。ただし、使用に当たっては市

と十分協議すること。※別添平面図を参照 

  賑わい創出業務について、その効果や課題、持続性等が分析できるよう、データ等を収集する

こととし、その結果を報告書にまとめること。 

 

（２） 運営業務 

１）公園の運営 

 下石井公園の運営に資する業務に対応できるよう、運営スタッフを配置する。具体的な業務に

ついては以下に示すものを想定している。なお、運営スタッフの配置方法や時間、想定業務のオペ

レーションは提案によるものとする。 

想定業務 

  利用者に対する施設案内、活用したい市民や事業者の窓口業務 
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  園内巡視（安全確保・事故防止、維持管理業務との連携） 

  公園内で使用できるファニチャーや遊具（市が別途用意）の貸し出し、利用案内 

  月報の作成（公園の利用状況（イベントだけでなく日常時も含む。）や対応状況、課題等を記

録する。） 

 

２）アンケート調査 

公園利用者等に対してのアンケート及びヒアリング調査を実施する。アンケート等の内容や実

施時期は市と協議の上決定するが、以下の内容を見込んでいる。 

  通常時の公園利用者へのアンケート 

  事業実施時の来場者アンケート 

  事業実施時の運営（企画）団体へのヒアリング 

  周辺施設（図書館や保育園等）へのヒアリング 

 

３）協議会（仮称）事務局 

 岡山市は、将来的に下石井公園に関する協議会（仮称）を立ち上げ、管理運営方法（例えば、公

園の貸出日数、貸出場所、施設予約の時期等のルール化等）についての検討等を想定しており、令

和６年度についても協議会（仮称）の前身となる準備会を３回程度実施することとしている。これ

らに必要な資料作成や当日の進行、議事録の作成等事務局業務を担うこと。 

 また、必要に応じて、公園利用や管理運営のルール見直し案を市に提出すること。 

 

（３） 維持管理業務 

 下石井公園内の以下の維持管理業務を実施すること。 

 

１）芝生広場 

① 芝刈り 

 7 月から 9 月に各月１回、芝生広場の芝刈りを行うこと。本作業には、作業前の障害物の除

去、機械運転、刈草の収集及び処分を含む。 

 刈草を放置すると病害虫の発生や、芝生の生育に悪影響を及ぼすため、十分に収集し処分

すること。 

  なお、芝刈りは、１か月程度の期間をあけること。 

 

② 人力除草 

 芝生広場の雑草及びきのこ類を適宜除草すること。なお、2 月については少なくとも１回

は、芝生広場全面を点検し、雑草の除草を行うこと。本作業には雑草の収集及び処分を含む。 

 

③ 施肥 

 6 月・8 月・10 月の上旬に芝生広場全体に肥料を散布すること。肥料は芝生に適した固形

肥料とし、20g/㎡程度散布すること。 
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④ 灌水 

スプリンクラーの届かない、芝生広場北側斜面部分（別添 1）の灌水を行うこと。灌水頻度

は表－１のとおりとするが、詳細は市と協議の上決定する。なお、雨天が続く場合は、状況を

見て頻度を減らすことを可能とする。灌水に必要な水は公園内の水道を利用できるものとす

るが、灌水に必要なホース等は受託者が準備すること。 

 また 1回/月程度、スプリンクラー（180°散布）の散水角度を確認し、必要に応じて角度調

整を行うこと。 

表－１ 灌水頻度（予定） 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

3 回/週 5 回/週 5 回/週 3 回/週 3 回/週 1 回/週 不要 不要 不要 2 回/週 

 

⑤ 芝生の状況確認 

 2 回/月、芝生の生育状況（病気になっていないか、病害虫が発生していないか等）を確認

し、「芝生生育状況等報告書（別添 2）」を用い報告すること。確認は、芝生管理の知識を十分

に有した者が行うこととし、事前に市と協議の上、確認者を決めておくこと。 

 

２）園内全体等 

① 園地清掃 

 以下のとおり、3 回/週（原則、月曜・水曜・金曜）公園内の清掃を行うこと。本作業には、

収集したゴミ等の処分を含む。 

  公園内のゴミ拾い（動物の糞等の除去を含む） 

  ベンチの清掃（鳥の糞等の除去を含む） 

  芝生広場内の落ち葉収集 

※ トイレの清掃は含まない 

 

② ベンチ清掃 

芝生広場に設置しているロングベンチについて、鳥の糞等の除去等、清掃を行うこと。 

また、汚れが目立つ場合は適宜、耐水ペーパー（#400～#1200 程度）を用いて磨くこと。 

 

③ 作業日報 

 「作業日報（別添 3）」を作成し、月初に前月分の作業日報を市に提出すること。なお、３

月分の作業日報については、３月末に提出るすこと。 

 

３）その他 

  各種作業は、公園利用の支障とならないよう、必要に応じて事前に市と協議をする等、調整を

行うこと。 

  作業中、公園内の異常を発見した場合は、速やかに市に報告すること。 
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（４） 報告書作成業務 

 本業務で実施した事業の整理・分析を行う。今後の下石井公園の効果的な利活用と維持管理が一体

となった管理運営体制の参考となるよう、効果や課題等を分かりやすく取りまとめること。 

 また、公園の運営業務内で発生した利用者への対応については、記録をとり、その頻度や内容を報告

すること。 

 

６ 成果品 

 成果品の取りまとめ方法については、岡山市と協議し、その指示に従うものとする。成果品は以下

のとおりとする。 

  報告書（A4 版）  ：２部 

  電子データ（CD-R） ：２枚 

  その他資料  ：一式 

 成果品及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は、市に帰属するものとし、こ

れら成果品等の第三者への提供や内容の転載については、市の承諾を必要とする。また、映像・デザ

イン等のすべての著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）は、すべて岡山市

に帰属するものとし、著作者人格権は行使しないものとする。 

 

 成果品の電子データは、上記 CD-R の提出とあわせて、監督員が指定するオンラインストレージに

データをアップロードする方法でも提出すること。 

 

７ その他 

（１） 本業務の開始から終了までの間、調査経過内容全般を常に把握している専任担当者を置き、調査

の円滑な実施のために、定期的に市と連絡調整を行うこと。 

（２） 本業務で使用するデータ、画像等の著作権等の権利については、受託者において使用許可等を得

ること。なお、これらを怠ったことにより著作権等の権利を侵害した時は、受託者はその一切の責

任を負うこと。 

（３） 本仕様書に関して疑義を生じた事項及び本仕様書に定めのない事項については、すべて両者協

議の上、これを解決するものとする。 

（４） 受託者は、本業務中に事故があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原因及び経

過、事故による被害の内容等について、直ちに岡山市に報告すること。 

（５） 本業務の実施に当たっては、各種法令等を遵守すること。 

（６） 庭園都市推進課が主催するイベント等と十分情報の共有を行い、必要に応じて連携すること。 

（７） 本業務内容等は、企画競争時点におけるものであり、最適提案者との協議の上、変更を加えるこ

とがある。 

（８） 荒天等により提案業務の遂行が困難な場合は、一部中止または内容変更等の対応をとる場合が

ある。中止または内容変更等になった場合は、双方協議の上、委託内容を変更する。 









別添 2 

芝生生育状況等報告書 

 

確 認 日 令和  年  月  日 確 認 者  

 

報 告 内 容 

 

 

□ 特に異常なし 

 

□ 異常あり 

異常の内容 
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